
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
和
四
年
十
月
十
八
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

委
員
長 

服 

部 

圭 

助 

       
 



資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
体
の
届
出
を 

公
職
の
種
類 

資
金
管
理
団
体
の 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地  

 
 
 
 
 
 

指
定
年
月
日  

 
し
た
者
（
代 

 
 
 
 
 
 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

表
者
）
の
氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

 

磯
部 

尚
哉 

横
浜
市
議
会 

尚
葉
会 

 
 
 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
元
石
川
町
三
五 

 

四
、 

八
、
二
二 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
二
―
二
―
二
〇
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

黒
田 

直
子 

神
奈
川
県
議 
黒
田
ナ
オ
コ
後
援 

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
藤
が
丘
二
―
二 

 

四
、 

八
、
一
五 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 

会 
 
 
 
 
 
 

〇
―
七
―
三
〇
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

小
林 

幸
子 

二
宮
町
議
会 

小
林
幸
子
後
援
会 

神
奈
川
県
中
郡
二
宮
町
松
根
一
五
―
九 

 
 

四
、 

八
、
二
九 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

小
林 

武
史 

神
奈
川
県
議 

小
林
武
史
と
共
に 

神
奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
百
合
丘
一
―
一 

 

四
、 

八
、
一
九 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 
 
 

日
本
の
明
日
を
語 

七
―
五
―
七
〇
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

髙
田 

修
平 

横
浜
市
議
会 

高
田
し
ゅ
う
へ
い 

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
宮
元
町
三
―
五
一 

 

四
、 

八
、 

一 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

後
援
会 

 
 
 
 

―
二
―
六
〇
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



森
尾 

武
史 

伊
勢
原
市
議 

森
尾
武
史
後
援
会 

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
高
森
台
二
―
一
―
九 

 

四
、 

八
、
二
九 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


